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仙台産農産物活用によるガストロノミー・ツーリズム等 

促進業務委託仕様書 

 

１ 適用範囲 

本業務は、仙台市契約規則、契約約款及び本仕様書に基づき行うもの。 

 

２ 業務名  

仙台産農産物活用によるガストロノミー・ツーリズム等促進業務委託 

 

３ 業務場所 

 発注者が指定する場所 

 

４ 履行期間  

契約締結日から令和９年３月１５日（月）まで 

 

５ 業務内容  

（1） 業務目的  

令和７年度において、新たに地場産品（ふるさと納税返礼品を含む。以下「地場産

品」という。）となる仙台産農産物及び農産加工品（以下「農産品」という。）の掘

り起こし、農業者への収益向上の助言（ふるさと納税返礼品登録制度の活用を含

む）、商品ブラッシュアップを民間事業者に委託することにより、民間事業者が持つ

ノウハウを活用し、魅力ある地場産品の発掘と農業者の収益向上を図ってきた。 

その中で、次の課題があることが分かった。 

ア 新たな地場産品の開発については、農業者の取組意向に一定の幅がある状況と

なっている。 

イ ふるさと納税返礼品への登録は制度上一定の手続期間を要することから、出品

後の成果を適切に評価するためには、概ね２年以上の期間を見込んだ検証が必

要となる。 

ウ 農業者は日々の農作業に多くの時間を割いており、限られた時間内で事務手続

きを行うためには、個々の状況に応じた丁寧な支援が求められている。 

エ 全国市場における仙台産農産物の認知度には改善の余地があり、県外消費者か

ら選択されるためには、他産地との差別化を戦略的に推進する必要がある。 

そこで、地場産品の掘り起こしを継続しつつ、農業者への収益向上の助言（ふるさ

と納税返礼品登録制度の活用を含む）を強化し、成功事例を創出する。さらに、東京
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からアクセス１時間半の仙台市内には、レストランやワイナリー、温泉旅館等があ

り、現地で仙台の地域資源の魅力を感じることができることから、農業者等と連携し

ながら、地域資源を活用した魅力あるガストロノミー・ツーリズム（その土地の気候

風土が生んだ食材・習慣・伝統・歴史などによって育まれた食を楽しみ、食文化に触

れることを目的としたツーリズム）を企画し県外からの観光宿泊客をターゲットとし

て誘客を促進する。そして、仙台市の農産品のファンを獲得することで、農業者のさ

らなる収益向上をめざす。 

 

（2） 業務概要 

ア 農産品を活用した、地場産品の発掘及びPRに関する業務 

イ ふるさと納税返礼品取扱事業者及び農業者（以下「農業者等」という。）、登

録希望農業者等への対応 

ウ 農業者等向けセミナーの開催 

エ 地場産品開発を通じた農業振興・地域経済発展につながる提案 

オ 地域資源を活用した農と食の体験ツーリズムの企画・開催 

 

（3） 業務の仕様 

ア 農産品を活用した、地場産品の発掘及びPRに関する業務 

(ア) 返礼品の発掘について 

本市が提供する情報、受託者が独自に入手した情報等をもとに、総務省の定

める「地場産品基準」等に適合した農産品の返礼品選定や新規開拓を行うた

め、本市と連携しながら、新たな返礼品等の募集、企画、提案を行うこと。返

礼品登録希望事業者に向けて、本市と個別訪問への同行、電話及びメール等に

よる説明・交渉を行うこと。受託者は、新たな返礼品提供協力事業者の商品を

速やかにポータルサイトに掲載するよう、仙台ふるさと応援寄附関係業務受託

者と密に連携し調整を図ること。新たな返礼品登録件数は５件を目安とする。 

(イ) 個別伴走支援の強化 

令和７年度に実施した農業者等への個別伴走支援を継続・強化し、成功事例

を創出する。また、スキルや事例を他の農業者等へ共有する場を設け、横展開

を促す。 

(ウ) 返礼品の改良について 

既存の返礼品については、返礼品取扱農業者等と調整のうえ、ポータルサイ

トに掲載する写真や品名、説明等を改良し、商品の魅力が伝わりやすいように

工夫する。返礼品のページ作成、掲載情報の更新、修正、充実等の管理運営に

ついて適切な助言を行うこと。その際、写真の撮影・加工（文字入れ等）、イ

ンターネット上での見せ方の改善、返礼品の紹介文作成、リーフレットの作
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成、SNS活用など、寄附者に対し効果的にPRできるよう内容を充実させること。

また、必要に応じて、分量の変更や梱包・包装についての助言を行う。 

(エ) 返礼品のPRについて 

本市の地産地消情報発信事業「とれたて仙台」とも連携しながら、本市農産

物及び農産加工品の魅力を広く情報発信し、認知度を向上させるとともに、返

礼品等の効果的なPRに努め、より多くの寄附者・消費者に訴求を図る。 

 

イ ふるさと納税返礼品取扱農業者等、登録希望農業者等への対応 

   既存の返礼品取扱農業者等から相談があった場合及び返礼品の提供を希望する農

業者等から登録希望の申出や相談があった場合、農業者等自らによる返礼品の魅力

発信、商品開発などに必要な情報の提供及び支援を行う。必要に応じ事業者に「仙

台市６次産業化等チャレンジ支援事業」の活用も提案すること。 

 

ウ 農業者等向けセミナーの開催 

   市内農業者及び市内産農産加工品取扱事業者等を対象に、ECサイト活用及びふる

さと納税返礼品登録に関するセミナーを開催し、新規返礼品提供事業者の開拓や既

存の返礼品提供事業者に対する返礼品の企画・開発支援を行うこと。内容及び回数

については、本市と協議のうえ、決定する。 

 

エ 地場産品開発を通じた農業振興・地域経済の発展につながる提案 

   本市が提供する情報、受託者が独自に入手した情報等をもとに、市内だけでな

く、首都圏を含む事業者への訴求を図り、地場産業の活性化を促進する企画提案を

行う。生産者・返礼品取扱事業者に対し、返礼品の提供以外の販路について提案を

行い、地域経済の好循環を図る。 

 

オ 地域資源を活用した農と食の体験ツーリズムの企画・開催 

(ア) 地域資源を活用したツーリズムコンテンツの調査及び企画 

宿泊して現地で仙台の食の魅力を堪能できるガストロノミー・ツーリズムに

より誘客を促進するため、市内旅行会社と連携し、地域資源の調査を行い、ツ

ーリズムを企画する。コンテンツ内容については、本市と協議のうえ決定す

る。 

(イ) モニターツアーの開催 

企画したツーリズムを返礼品として検証するため、モニターツアーを１回以

上開催する。企画内容については本市及び関係事業者と打ち合わせを行うこ

と。モニターは大都市圏から集客すること。モニターツアー参加者は10名以上

とすること。開催後は、モニターツアー参加者や、生産者等へのアンケートや
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インタビューを実施し、商品（返礼品）化に向けた改善点などを明らかにし、

成果品として本市へ報告すること。内容及び回数については、本市と協議のう

え、決定する。 

(ウ) 広報・プロモーション 

事業で企画したツーリズムについて、効果的な手法を使用し広報・プロモー

ションを行うこと。 

 

（4） 業務の前提条件 

仙台ふるさと応援寄附関係業務受託者と連携調整を図りながら、事業を遂行するこ

と。 

 

６ 実施計画書等の提出 

業務委託契約締結後、速やかに業務着手届、実施事業計画書（業務概要、工程表、実施

体制など）を提出すること。 

調査、打合せ等を行ったときは、その内容を打合せ記録簿(A４判)に記録し、速やかに委

託者に提出すること。 

 

７ 成果品の提出 

業務完了にあたり、次に掲げる資料を提出すること。 

(1) 実績報告書その他業務に伴う関連資料一式（A4版２部及びデータ） 

(2) 業務完了届 

 

８ 検査 

受注者は、本業務完了後、遅延なく発注者に対して業務完了届を提出すること。発注者

は、業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に業務完了の検査または成果物の

検査をするものとする。 

 

９ 業務委託料の支払い  

受注者は、前条の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。

発注者は、受注者から請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。  

 

10 履行上の管理・注意事項等 

(1) 本業務は、仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則47号)に基づく契約書及び本仕様書

に基づき行うものとし、関係する法令、条例等を遵守するものとする。 

(2) 受託者は、業務履行体制の変更をするとき及び業務履行に際して事故が発生したと

き、市から届出又は報告を求められたときは、速やかに届出又は報告を行い、市の



5 

 

指示に従うこと。 

(3) 本事業実施の過程で作成される紙媒体及び電子データ等の成果物に係る著作権につ

いては、仙台市に帰属するものとし、受託者は、第６項に定める成果物に係る著作

権法第21条から第28条までに定める権利について、成果物の引渡し時に市に無償で

譲渡すること。受託者が第６項の作成物の画像を他の著作物等に掲載することは原

則として禁止する。 

(4) 本市は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。ま

た、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更

することができる。 

(5) 受注者は、本市が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとす

るときは、その改変に同意すること。 

(6) その他、著作権等で疑義が生じた場合は、別途協議の上決定すること。 

(7) 受注者は、本業務の実施にあたって、関係法令、条例及び規則等を遵守すること。 

(8) 受注者は、本業務の履行により知り得た業務委託の内容を第三者に漏らしてはなら

ない。なお、再委託した場合においても適用し、受注者は、再委託先との間で必要

な調整を行い、再委託先との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続き

や使用権料等の負担と責任を負うこと。 

 

11 その他 

(1) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、適宜実施

すること。 

(2) 受託者は、本仕様書と異なる事項または本仕様書に定めのない事項であっても、本

事業の目的を達成するためによりよい手法、アイデア等があるときは積極的にこれ

を提案すること。  

(3) 受託者は業務の実施にあたり、地域関係者や関係機関等と協議を行い、連

携を図ること。 


